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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　三菱自動車は、コンプライアンスを最優先に考え、株主の
皆様やお客様をはじめ全てのステークホルダーの皆様のご
期待に応え、三菱自動車の持続的成長および企業価値の向
上を目指すべく、コーポレート・ガバナンスの継続的強化・
改善を経営上の優先課題として取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制
　 三菱自動車は、業務執行の機動性を高めるとともに、 
経営責任の明確化を図り、また業務執行の監督を適切に行
うため、法定の機関に加え、経営会議等の各種会議体およ
び執行役員制度を導入し、コーポレート・ガバナンスを 
改善・強化しています。
　取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監
督を行っており、取締役8名で構成され、うち6名は豊富な経
験や高い見識等を有する社外取締役として、業務執行の監
督を行っています。また、意思決定の迅速性を高めるため、

経営上の重要事項について審議または報告を行う各種会議
体を設置・運営しています。
　また、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、経営環
境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、執行役員制度を
導入し、権限委譲等を行って経営上の意思決定の迅速化を
図っています。
　さらに、業務執行の適正な監査を行うため、監査役5名で
構成される監査役会を設置しています。うち3名は社外監
査役であり、独立性の高い監査体制を整備しています。

監査役監査および内部監査の状況
　監査役は、取締役会をはじめとした三菱自動車の重要な
会議に出席し、取締役・執行役員等から事業の報告を聞く
とともに、重要書類等の閲覧、内部監査部門、会計監査人
および関係会社からの報告聴取等を通じて、三菱自動車 
グループにおける業務執行状況の監査を実施しています。
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リスク管理
リスク管理体制の整備
　三菱自動車は「優先リスク管理」、「部門リスク管理」、「関係
会社リスク管理」の3つのリスク管理活動を通じてグループ
全体のリスク管理体制を整備し、改善を進めています。
　優先リスク管理では、三菱自動車グループ全体が直面する、
潜在的影響度が大きくかつ緊急性の高いリスクを選定し、 
リスク毎に執行役員以上レベルの「リスクオーナー」を設置し
可能な限り早期のリスク低減に取り組んでいます。
　部門リスク管理では、本部もしくは製作所毎に任命された

「リスク管理責任者」のもとで、各々に固有のリスクの洗い 
出し、評価、対策立案・実施、モニタリングのPDCAサイク
ルを回し、リスクの低減を図っています。
　関係会社リスク管理では、三菱自動車の関係会社におけ
る各種リスクに対する取り組みや、法令順守体制の強化等
の活動状況を当社が定期的に確認、必要に応じて改善を 
提案、指導しています。
　なお、これらのリスク管理の取り組みは、内部統制の主要
活動として取締役会に定期的に報告しています。
　また、不測の事態が発生した場合に、速やかな経営幹部
への情報伝達と迅速かつ的確な対応ができるよう緊急情報
連絡システムを運用しています。特に、重大事案発生時の危
機管理体制構築のため、緊急対応組織の立ち上げや指示命
令系統の明確化等を盛り込んだ緊急事態対応マニュアルを
制定し、適切な対応が取れるよう体制を整備しています。
　地震などの大規模自然災害や感染症の大流行などが発
生した場合は、「お客様、社員とその家族の安全確保と地域
社会との共助」を基本方針として、災害対策やBCPに取り
組んでいます。
　平時から緊急時を想定した各製作所間やグループ会社間
の通信連絡訓練を実施しています。
　帰宅困難者対策については、本社では3日間の社内待機
を想定し、家族との連絡手段の確保や災害用品の備蓄など、
近隣自治体と連携しながら取り組みを進めています。
　大地震の発生や感染症の大流行を想定した行動計画書
を作成し、各地区と連携した訓練によりBCPの改善を図っ
ています。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、各年度の重
点監査項目、職務の分担等に従い、社内各部門幹部への 
ヒアリング、各製作所、国内外関係会社への往査を実施し、
その結果を基に監査役会で議論するとともに、定期的に取
締役会への報告およびCEO・COOとの意見交換を行って
います。
　また、内部監査部署として、CEO直属の独立した組織で
ある監査本部に業務監査部と品質監査部を設置しています。
　業務監査部は、三菱自動車および国内外の関係会社の
業務運営が透明性をもって適切なプロセスによって運営され
ているかどうかの内部監査を計画的に実施しています。 
品質監査部は、三菱自動車および国内外の関係会社の品
質関連業務が適正に遂行されているかについて監査を実施
しています。これら監査の結果は、CEOに直接報告されます。
　なお、監査役は、監査本部および会計監査人と定期的に
情報交換を行い、連携強化に努めています。

内部統制システム
内部統制システムの整備
　三菱自動車は、取締役会にて決議した「内部統制システム
構築に関する基本方針」に基づき、CEOを委員長、グローバ
ルリスクコントロール担当役員を副委員長とする内部統制委
員会にて、その運用状況のモニタリングと内部統制システム
の改善、強化に努めています。また、2017年度には子会社も
含めたグループ全体で、同じ考えの下一丸となって行動し、 
持続的成長を確かなものとするための基本的考え方として、
新たにビジョン・ミッションを制 定しました。そして、 
ビジョンを実現するためのミッションにむけて社員一人ひとり
が実践しなければならない心構えと行動であるMMC WAY、
さらに、これらの基礎となり、全ての役員・社員が守るべき規
範としてグローバル行動規範を新たに制定しました。これか
らも、内外環境の変化に応じて、法令の遵守、業務執行の 
適正性・効率性の確保等に向けた継続的な改善・充実を 
図り、一層のガバナンス強化に向け取り組んでいきます。
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コンプライアンス
基本的な考え方
　企業活動においては、環境・労働・消費者保護などさま
ざまな法律や公的制度と密接に関連し、これを遵守すること
が求められています。
　三菱自動車がこれらの法規制や制度に適切に対応できな
い場合、事業の継続に支障が生じるとともに、社会や地球
環境に対しても大きな負荷をかけてしまうと認識しています。
　当社は、企業としての社会的責任を果たすため、法令・
国際ルール・社内規定の遵守はもちろんのこと、変化する
社会規範についても最大限に尊重して行動するべく、すべて
の役員・社員が守るべき規範として「グローバル行動規範」
を新たに制定し、国内外の主要関係会社を含めたコンプラ
イアンス体制の充実と従業員教育に力を入れています。
　一方、2016年4月に判明した燃費試験に係る不正行為に
ついては、再発防止策を立案し、現在も継続して対応してい
ます。

推進体制
　内部統制におけるグローバルな視点で、情報セキュリティ
事象を含むコンプライアンス違反未然防止の仕組みとして、
グローバルリスクコントロール担当役員の指揮のもと、各部
門においては、コンプライアンス・オフィサーを任命し、各部
長をコードリーダーとする体制をとっています。また、国内
外の主要関係会社においてもコンプライアンス・オフィサー
を任命し運用する仕組みとしています。
　また、コンプライアンス上、重大な懸念事項が発生した 
場合、コードリーダー、コンプライアンス・オフィサーを通 
じて、最終的に取締役会まで報告がなされる仕組みとして 
います。そして、従業員一人ひとりにまでコンプライアンス 
最優先の意識が浸透するよう、コンプライアンス・オフィ
サーは、問題の対応・是正措置および再発防止策について
適宜、担当部署に指示します。

■社内および社外相談窓口（ヘルプライン）の設置
　不正の防止・早期発見ならびに自浄作用の発揮のために、

当社従業員ならびに国内関係会社従業員が相談することが
できる社内相談窓口（社員相談室）、および外部弁護士が対
応する社外相談窓口を設置しています。また、「お取引様相談
窓口」に加え、三菱自動車および国内外の主要関係会社の 
従業員が利用できる「三菱自動車グローバル内部通報窓口」
を2018年度に新たに設定しました。

 
■教育・研修
　コンプライアンスに関する教育・研修については、年度ごとに

施策を立案し、階層別に実施しています。また、社内各部門
では、コンプライアンス・オフィサーを中心に部門独自の施策
を立案・実行しています。

 
■腐敗防止
　当社では、「グローバル行動規範」を定めており、その中で、「法

令、規則を遵守します」「公務員および取引先と公平かつ公正
な関係を維持していきます」と明記しています。その上で、 
腐敗行為の防止のための仕組みを構築、運用しています。

■情報セキュリティ
　情報セキュリティについては、「情報セキュリティポリシー」およ

び社内規定を整備し、国内外の主要関係会社と共有しました。
加えて、情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティ活
動をモニタリングしてセキュリティリスクの低減を図っています。

 
■個人情報保護
　当社の「個人情報保護方針」にもとづき、社内規定の整備など、

管理体制を構築しています。さらに、社員に対するeラーニング
などを通じて、教育を継続実施しています。また、世界各国の
個人情報保護法に対し、タスクチームを設け対応を実施して 
います。

 
■安全保障貿易管理
　当社は、国際的な平和および安全維持の観点から、大量破

壊兵器などの不拡散や通常兵器の過度の蓄積を防止するた
めの厳正な輸出管理を行っています。「安全保障貿易管理規
則」を制定し、CE0を安全保障貿易管理の最高責任者とし、
その下に安全保障関連法規遵守委員会を設置した管理体制
により、輸出取引の適法性を確保しています。

Annual Report 2018 19




